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１．計画策定にあたって１．計画策定にあたって１．計画策定にあたって１．計画策定にあたって

　大磯町では、行政改革大綱（第三次～第四次）のもと、将来にわたり自立した財政運営の維
持を図るため、平成17年度に「財政健全化計画（平成18年度～平成22年度）」を策定しまし
た。

　当時は、国による「三位一体の改革」の嵐が、地方行政に吹き荒れる最中にありました。ま

た、平成19年３月に夕張市が財政再建団体に陥落、いわゆる「夕張ショック」の発覚により、

地方財政の財政健全度を数値的に表す新たな法律、「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律（財政健全化法）」が制定され、さらに、平成19年４月には、地方分権改革推進法の施行な

ど、地方行政にとって激動の時期でもありました。

　このような状況を加味し、平成20年度に財政推計の見直しを行い「財政健全化計画（改訂

版）」を策定し、徹底した経費の削減と財源確保を図りながら、健全な財政運営を進めてまい

りました。

　平成21年８月、「政権交代」という大きな国政の転換期を迎え、地方行政は「地域主権改

革」の下、自らの判断と責任の上に「地域のことは地域に住む住民が責任を持って決める」こ

とが求められています。

　一方、社会経済情勢は、平成19年のサブプライム・ローン問題に端を発した世界的経済危

機、少子高齢化の更なる進展及び人口減社会、最近では中東情勢不安による原油価格の高騰、

それに伴う関連物資の物価上昇など、短期間で大きな影響が日本にも及ぶ状況が続いていま

す。
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　また、国内の景気は一時の最悪状態は脱したものの、依然として雇用情勢の厳しさが続いて

おり、現政権の不安定さも相まって、地方財政にとっても予断を許さない状況が続いていま

す。

　このような状況を踏まえ、将来にわたって安定した財政運営を維持していくために、第５次

行政改革大綱のもと、「第２次財政健全化計画」を策定し、中長期的な視野に立って財政運営

の更なる健全化に努めてまいります。

す。

　本町においても、こうした影響により、歳入の根幹をなす町税の伸びが期待できない状況に

あります。その一方で、住民ニーズの多様化、扶助費や医療費など少子高齢化に伴う社会保障

経費が増加し、財政状況は一層深刻度を増すことが想定され、今後、より抜本的な施策を講じ

ていかなければ、財政再生団体に陥る危険性があります。
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２．財政の現状と財政収支見通し

（１）財政の現状

　表－１　一般会計決算の推移　　（単位：百万円）

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

町税（地方税） 5,302 5,446 5,397 5,108 4,970 5,075 5,210 5,398 5,455 5,186

地方交付税 428 346 193 126 101 56 54 140 225 250

地方債 514 1,005 769 893 629 528 470 307 373 512

その他 2,855 2,849 2,977 2,570 2,575 2,633 2,475 3,003 2,548 3,972

合　計 9,099 9,646 9,336 8,697 8,275 8,292 8,209 8,848 8,601 9,920

人件費 2,608 2,608 2,589 2,534 2,458 2,515 2,285 2,332 2,117 2,223

扶助費 246 267 279 513 561 573 607 681 813 858

公債費 840 838 849 866 879 848 895 943 956 960

投資的経費 1,674 1,983 1,716 842 537 457 513 926 826 1,260

その他 3,379 3,465 3,559 3,534 3,483 3,623 3,591 3,562 3,629 4,258

合　計 8,747 9,161 8,992 8,289 7,918 8,016 7,891 8,444 8,341 9,559

　表－２　一般会計決算の推移　　（単位：百万円）

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

歳入 9,099 9,646 9,336 8,697 8,275 8,292 8,209 8,848 8,601 9,920

歳出 8,747 9,161 8,992 8,289 7,918 8,016 7,891 8,444 8,341 9,559
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※平成16年度は歳入歳出とも減税補てん債の借り換え分（840百万円）を除いています。

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

歳入 9,099 9,646 9,336 8,697 8,275 8,292 8,209 8,848 8,601 9,920

歳出 8,747 9,161 8,992 8,289 7,918 8,016 7,891 8,444 8,341 9,559
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○減少に転じた税収○減少に転じた税収○減少に転じた税収○減少に転じた税収

　表－３　町税（地方税）・地方交付税・地方債等の推移

※平成12年度を「100」とした場合の比較増減割合

H12 Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

町税（地方税） 100 103 102 96 94 96 98 102 103 98

地方交付税 100 81 45 29 24 13 13 33 53 58

地方債 100 196 150 174 122 103 91 60 73 100

その他 100 100 104 90 90 92 87 105 89 139

合　計 100 106 103 96 91 91 90 97 95 109

  平成16年度を境に年々上昇を続けていた町税は、平成21年度には減少に転じました。その

ため、逆に減少傾向にあった地方債が増となり、景気状況が悪化したことを裏付けていま

す。平成21年度の歳入総額がここ10年で最高額となったのは、国の景気対策による施策が開

始されたことによります。

歳入の状況（平成12年度～21年度）
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H12 Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

町税（地方税） 100 103 102 96 94 96 98 102 103 98

地方交付税 100 81 45 29 24 13 13 33 53 58

地方債 100 196 150 174 122 103 91 60 73 100

その他 100 100 104 90 90 92 87 105 89 139

合 計 100 106 103 96 91 91 90 97 95 109
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【地方税】

【地方交付税】

【地方債】

【その他】

　その他には、国県からの各種交付金、補助金、負担金等が含まれます。

　地方債とは「地方公共団体が年度を越えて行う借入れ」の総称を指します。

　地方債は、町民の生活環境の向上や魅力ある地域づくりのため、主に道路や公園、学校施設、公共

下水道等のような社会基盤を整備するための資金調達の方法として発行されており、特定の世代に負

担が偏らないよう世代間の負担を調整する役割も果たします。

　しかし近年では、社会基盤整備を目的として発行する地方債ではなく、一般財源を補てんする目的

で臨時財政対策債を発行しています。

　地方税とは、地方税法に基づき地方公共団体が課税を認められた普通税及び目的税の総称です。本

町では、個人・法人町民税、固定資産税、軽自動車税及び町たばこ税を普通税とし徴収し、また目的

税として入湯税を徴収しています。

　地方交付税とは、地方交付税法に基づき地方自治本来の責務を遂行し、地方公共団体の独立性を強

化するために設けられた制度で、主な機能としては①地方公共団体間における財政力の格差を解消す

る財源の均衡化（財政調整機能）及び②どの地方公共団体に対しても行政の計画的な運営が可能とな

るように、必要な財源を保障する財源の保障（財源保障機能）等があります。
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○増加が続く社会保障負担○増加が続く社会保障負担○増加が続く社会保障負担○増加が続く社会保障負担

　表－４　人件費・扶助費・公債費・投資的経費等の推移

※平成12年度を「100」とした場合の比較増減割合

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

人件費 2,608 2,608 2,589 2,534 2,458 2,515 2,285 2,332 2,117 2,223

扶助費 246 267 279 513 561 573 607 681 813 858

公債費 840 838 849 866 879 848 895 943 956 960

投資的経費 1,674 1,983 1,716 842 537 457 513 926 826 1,260

物件費 1,634 1,682 1,671 1,641 1,604 1,566 1,525 1,534 1,468 1,483

繰出金 941 1,027 1,133 1,139 1,198 1,376 1,349 1,406 1,474 1,584

その他 804 756 755 754 681 681 717 622 687 1,191

合　計 8,747 9,161 8,992 8,289 7,918 8,016 7,891 8,444 8,341 9,559

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

人件費 100 100 99 97 94 96 88 89 81 85

扶助費 100 109 113 209 228 233 247 277 330 349

公債費 100 100 101 103 105 101 107 112 114 114

投資的経費 100 118 103 50 32 27 31 55 49 75

　歳出は、定員適正化計画による職員数の削減などにより人件費の減少傾向が続いています

が、障害者医療費や小児医療費の助成など扶助費の伸びが特に大きく、相殺されてしまう状

況です。さらに国民健康保険事業、後期高齢者医療や介護保険事業など、社会保障経費にか

かる特別会計への繰出金も大きく伸び続けています。

歳出の状況（平成12年度～21年度）
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投資的経費 100 118 103 50 32 27 31 55 49 75

物件費 100 103 102 100 98 96 93 94 90 91

繰出金 100 109 120 121 127 146 143 149 157 168

その他 100 94 94 94 85 85 89 77 85 148

合　計 100 105 103 95 91 92 90 97 95 109

※平成15年度に大幅に扶助費が増額となったのは、知的障害者に関する業務が県より町へ移管され、障

害者支援費制度が施行されたためで、平成18年度より障害者自立支援制度に移行しました。また、平成

20年度には保育園の民営化により扶助費が増額となっています。

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

人件費 100 100 99 97 94 96 88 89 81 85

扶助費 100 109 113 209 228 233 247 277 330 349

公債費 100 100 101 103 105 101 107 112 114 114

投資的経費 100 118 103 50 32 27 31 55 49 75

物件費 100 103 102 100 98 96 93 94 90 91

繰出金 100 109 120 121 127 146 143 149 157 168

その他 100 94 94 94 85 85 89 77 85 148

合 計 100 105 103 95 91 92 90 97 95 109
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【人件費】

【扶助費】

【公債費】

 公債費とは、地方債を返済する費用のことです。

【投資的経費（普通建設事業費）】

【物件費】

【繰出金】

【その他】

  繰出金とは、国民健康保険事業会計・老人保健会計・後期高齢者医療会計（平成20年度施行）・介

護保険事業会計・下水道事業会計の５特別会計の財源不足に対する補てんなどに要する経費です。

　物件費とは、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の消費的性質の経費の総称であり、例え

ば賃金、旅費、需用費（消耗品費や光熱水費、小修繕費等）、使用料及び賃借料、備品購入費などで

す。

 扶助費とは、社会保障制度の一環として生活困窮者、児童、高齢者、心身障害者等を援護するため

の経費です。

　投資的経費とは、施設建設費や土地の購入費など、経費支出の効果が、施設等のストックとして将

来に残る性質の経費のことで、普通建設事業費や災害復旧事業費があり、この割合が高いほど財政構

造に弾力性（自由度）があるといわれています。

 人件費には、町議員報酬手当、各種委員会の委員等報酬手当、町長等特別職給与、町職員給与その

他共済組合等負担金等が含まれます。

6

【その他】

 その他には、維持補修費、補助費、基金等への積立金、投資及び出資金及び貸付金が含まれます。
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○一般会計を圧迫する特別会計繰出金○一般会計を圧迫する特別会計繰出金○一般会計を圧迫する特別会計繰出金○一般会計を圧迫する特別会計繰出金

　表－５　特別会計繰出金の推移

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
繰出金（億円） 9.4 10.3 11.3 11.4 12.0 13.8 13.5 14.1 14.7 15.8

町税 5,302 5,446 5,397 5,108 4,970 5,075 5,210 5,398 5,455 5,186

歳出額 8,747 9,161 8,992 8,289 7,918 8,016 7,891 8,444 8,341 9,559

歳出に占める
割合

10.7 11.2 12.6 13.8 15.2 17.2 17.1 16.7 17.6 16.5

/町税 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

　一般会計から支出される特別会計繰出金は、年々増加を続け、一般会計の歳出総額に占め
る割合は２割にも迫る勢いです。そのため、一般会計の予算編成を圧迫する状態が続いてい
ます。

特別会計繰出金の状況（平成12年度～21年度）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

繰出金（億円） 9.4 10.3 11.3 11.4 12.0 13.8 13.5 14.1 14.7 15.8

歳出に占める割合
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○保険税収入と保険給付費との隔たり○保険税収入と保険給付費との隔たり○保険税収入と保険給付費との隔たり○保険税収入と保険給付費との隔たり

　表－６　国民健康保険税・保険給付費の推移

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

8.8 9.2 9.4 10.0 10.2 10.1 10.3 10.3 9.0 9.1

国保保険給付費（億円） 13.6 14.7 13.7 15.5 16.9 20.0 21.6 23.4 23.2 24.4

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

94.2 94.7 95.0 95.3 95.1 95.3 95.6 95.2 95.9 95.1

88.6 87.8 85.8 85.8 85.1 83.5 82.1 80.8 76.4 75.0国保税徴収率（％）

国保保険税収入（億円）

国民健康保険事業の状況

　国民健康保険の給付費は平成15年度以降は確実に増加しておりますが、給付費の財源とな
る保険税収入はほぼ横ばい状態であり、その差は徐々に広がっています。

町税徴収率（％）
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

国保保険税収入（億円） 8.8 9.2 9.4 10.0 10.2 10.1 10.3 10.3 9.0 9.1 

国保保険給付費（億円） 13.6 14.7 13.7 15.5 16.9 20.0 21.6 23.4 23.2 24.4 
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○町税・国民健康保険税徴収率の状況○町税・国民健康保険税徴収率の状況○町税・国民健康保険税徴収率の状況○町税・国民健康保険税徴収率の状況

　表－７　町税・国民健康保険税の徴収率の推移

財政指標の状況（平成12年～21年度）

　町税（町民税・固定資産税・軽自動車税・町たばこ税・入湯税）の徴収率は概ね横ばいで
推移しているが、国民健康保険税の徴収率は毎年悪化している状況です。

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

町税徴収率（％） 94.2 94.7 95.0 95.3 95.1 95.3 95.6 95.2 95.9 95.1

国保税徴収率（％） 88.6 87.8 85.8 85.8 85.1 83.5 82.1 80.8 76.4 75.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

88



○財政力指数の状況○財政力指数の状況○財政力指数の状況○財政力指数の状況

※３カ年平均

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

0.96 0.95 0.96 0.97 1.00 1.00 1.01 1.00 0.99 0.97

【財政力指数】

　地方公共団体の財政力を示す指数は平成13年度を最低に年々上昇しました。しかし、これは
本町の財政事情が好転しているのではなく、国の三位一体の改革による交付税削減策により、
算定方法等が変更されたことによるものです。なお、平成19年度以降は財政事情の悪化により
下降しています。

財政力指数

　財政力指数は地方公共団体の財政力を示し、国が各種財政援助措置を行う基準となる重要な指数で

財政指標の状況

　表－８　財政力指数の推移　　　　　　（単位：％）

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

財政力指数 0.96 0.95 0.96 0.97 1.00 1.00 1.01 1.00 0.99 0.97

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

1.02

1.04

9

　財政力指数は地方公共団体の財政力を示し、国が各種財政援助措置を行う基準となる重要な指数で

す。算出方法は、基準財政収入額（標準的に収入が見込まれる地方税等のうち基準財政需要額に対応す

る部分）に対する基準財政需要額（地方公共団体が合理的かつ妥当な水準で財政運営を行うために必要

な支出）の割合を、過去３カ年の平均値で表します。1.0を基準として数値が大きいほど財源に余裕があ

るとされ、普通交付税の不交付団体となります。

9



○再び悪化に転じた経常収支比率○再び悪化に転じた経常収支比率○再び悪化に転じた経常収支比率○再び悪化に転じた経常収支比率

　表－９　経常収支比率の推移　　（単位：％）

※減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いています。

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

経常収支比率 79.2 85.3 90.6 95.7 96.3 95.0 88.7 88.6 90.8 97.3

【経常収支比率】

　人件費、扶助費、公債費などの義務的性格の経常経費が、町税(地方税)、地方交付税、地方譲与税

などの経常的な一般財源総額に占める割合のことです。経常収支比率は、団体の財政構造の弾力性を

測定する指標として用いられ、この数値が低いほど弾力的な構造であると判断されます。一般的に町

村では70％以下が望ましいといわれ、75％を超えると黄信号、90％を超えると赤信号といわれていま

す。

　経常収支比率は、平成12年度以降、町税の減少、公債費などの増により上昇が続いていま
したが、平成18年度には税収の増、人件費・物件費の削減等により平成14年度の水準まで好
転しました。しかし、平成20年度からは税収の減、扶助費・公債費の増などにより悪化に転
じています。

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

経常収支比率 79.2 85.3 90.6 95.7 96.3 95.0 88.7 88.6 90.8 97.3 
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95 

100 
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○実質公債費比率の状況○実質公債費比率の状況○実質公債費比率の状況○実質公債費比率の状況

　表－10　実質公債費比率の推移　　（単位：％）

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

11.1 11.3 11.4 11.4 11.2

【実質公債費比率】

実質公債費比率

　実質公債費比率は、起債制限比率に代わる新しい指標で、一般会計だけではなく特別会計を含む町

会計全体の公債費を加えて算定した数値です。18％を超えると起債に許可を要し、25％を超えると起

債が制限されます。

　実質公債費比率は、起債の抑制により平準化されています。今後は、過去に借り入れた町
債の償還が徐々に減少することにより、しばらくは微減で推移する見込みです。

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

実質公債費比率 11.1 11.3 11.4 11.4 11.2 
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○将来負担比率の状況○将来負担比率の状況○将来負担比率の状況○将来負担比率の状況

　表－11　将来負担比率の推移　　（単位：％）

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

122.3 129.7 113.9

【将来負担比率】

　表－12　健全化判断比率の推移　　（単位：％）

　将来負担比率は、平成20年度に土地開発公社が保有する土地を債務としたことで上昇しま

したが、平成21年度、町有地に一部買い替えを行ったため債務が減少し下降しました。

将来負担比率

国基準（H21）

　将来負担比率は、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を

基本とした額に対する比率です。この比率が増えると将来的に財政を圧迫する可能性が高くなりま

す。市町村では一律350％が早期健全化基準となっています。

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

将来負担比率 122.3 129.7 113.9 
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135 
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0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

11.4 11.4 11.2

122.3 129.7 113.9

【健全化判断比率】

―350.00

25.00

　平成19年度に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、県や市町村ごとに
財政状況を表す各指標の公表が義務付けられた。この指標による比率が国基準を上回った場合は、早
期健全化計画または財政再建計画を策定し、早期に財政改善に取り組まなければならない。これによ
り、財政の健全な運営を進め、財政破綻を未然に防ごうとする制度。

実質赤字比率

区　分

連結実質赤字比率

※標準財政規模:地方公共団体の一般財源の標準的な大きさを示す指標。国の統一基準で算定される。

35.00

国基準（H21）

早期健全化基準

20.00

40.00

財政再生基準
H19 H21

将来負担比率

実質公債費比率

借金や将来の債務負担など、負債の
標準財政規模に対する割合
（一般会計、特別会計等含む）

公債費（下水道含む）の標準財政規
模に対する割合

全会計の実質赤字の標準財政規模
に対する割合

一般会計の実質赤字の※標準財政
規模に対する割合

19.24

14.24

H20 指標の説明
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○増加が止まった町債残高○増加が止まった町債残高○増加が止まった町債残高○増加が止まった町債残高

　表－13　町債残高の推移

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

町債残高（一般）8,001 8,419 8,578 8,826 8,777 8,643 8,396 7,927 7,499 7,190

町債残高（下水道）6,362 6,729 6,942 7,019 7,456 7,715 7,718 7,833 8,012 8,285

合計 14,363 15,148 15,520 15,845 16,233 16,358 16,114 15,760 15,511 15,475

　町債の残高は平成17年度をピークに緩やかに減少しています。これは、一般会計の借金を最

小限にとどめる財政運営を行なったためです。しかし、下水道事業の事業推進により、下水道

債残高は増え続け、今後しばらく総額では微増していく見込みです。

町債残高の状況（平成12年度～21年度）
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Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

合計 14,363 15,148 15,520 15,845 16,233 16,358 16,114 15,760 15,511 15,475

町債残高（一般） 8,001 8,419 8,578 8,826 8,777 8,643 8,396 7,927 7,499 7,190

町債残高（下水道） 6,362 6,729 6,942 7,019 7,456 7,715 7,718 7,833 8,012 8,285
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○減少する町の蓄え○減少する町の蓄え○減少する町の蓄え○減少する町の蓄え

　表－14　各年度末の基金残高状況　　（単位：百万円）

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

368 397 397 441 474 478 593 530 469 312

139 139 139 139 140 140 140 140 141 141

287 373 216 67 64 79 108 206 207 328

217 207 109 109 118 43 57 60 69 60

145 150 73 74 75 76 77 78 81 82

170 80 20 20 20 20 20 20 1 1

272 276 277 277 278 278 280 87 88 88

343 319 67 67 67 67 67 67 68 68

100 120 121 122 123 124 125 126 126 127

― ― ― ― ― ― ― ― 0 0

― ― ― ― ― ― ― ― ― 43

2,041 2,061 1,419 1,316 1,359 1,305 1,467 1,314 1,250 1,250

　表－15　主な基金残高の推移

本庁舎建設

旧吉田茂邸再建基金

公共施設整備

減債

町民会館建設

　年度間の財源調整や緊急時の備えのための財政調整基金は、３億円から６億円で推移してい

ます。これは、一般会計総予算額の３％から６％程度で、依然として余裕とはいえない残高に

とどまっています。

名称／年度

合　　　計

歴史的建造物等整備基金

土地開発（現金）

横溝記念障害者福祉

みどり

地域福祉

基金残高の状況（平成12年度～21年度）

財政調整

13

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

財政調整 368 397 397 441 474 478 593 530 469 312

町民会館建設 139 139 139 139 140 140 140 140 141 141

減債 170 80 20 20 20 20 20 20 69 60

地域福祉 272 276 277 277 278 278 280 87 88 88

本庁舎建設 100 120 121 122 123 124 125 126 126 127
0
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Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

億億億億
円円円円

財政調整

町民会館建設

減債

地域福祉

本庁舎建設
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【類型　V-2】

構成比 構成比

a ｂ

地方税 52.3% 48.5% 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ

譲与税・交付金 5.0% 5.3% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ

地方交付税 2.5% 9.9% △ 7.4 ﾎﾟｲﾝﾄ

国・県支出金 16.2% 17.6% △ 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ

地方債 5.2% 7.5% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ

その他の歳入 18.9% 11.1% 7.8 ﾎﾟｲﾝﾄ

歳入合計 100.0% 100.0%

人件費 23.3% 22.5% 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ

扶助費 9.0% 11.1% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ

公債費 10.0% 8.2% 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ

普通建設事業 13.2% 8.9% 4.3 ﾎﾟｲﾝﾄ

物件費 15.5% 18.5% △ 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ

繰出金 16.6% 13.5% 3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ

その他の歳出 12.5% 17.3% △ 4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ

歳出合計 100.0% 100.0%

一般会計決算状況比較（平成21年度）

(a-b)

決算額（円） 決算額（円） 決算額（円） 構成比増減

大磯町 比　　較類似団体

154,736 127,268 27,469

Ａ Ｂ （Ａ－Ｂ）　Ｃ

（歳入）

19,730

7,471 25,966 △ 18,495

14,843 13,927 916

44,242

25,594

29,143 26,728

47,805 46,144 1,661

295,992 262,178

15,266

46,546

285,227 251,223

△ 2,304

△ 4,465

66,330 56,470 9,860

33,813

7,926

35,529 43,420 △ 7,891

13,373

55,871

37,612 22,390 15,222

（歳出）

27,777 △ 2,183

28,641 20,716

　表－16　平成21年度　一般会計決算における類似団体比較

34,004

47,279 33,906

14

歳出合計 100.0% 100.0%

経常収支比率 △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ

※決算額は、人口一人あたりの数値です。

○町税に支えられた収入構造○町税に支えられた収入構造○町税に支えられた収入構造○町税に支えられた収入構造

285,227 251,223

90.3 92.3

　本町の歳入合計額に占める地方税の構成比は52.3％と全収入の半分以上を占めており、類似

団体の48.5％を3.8ポイント上回っています。一方で地方交付税の構成比は2.5％と、類似団体

より7.4ポイント下回っています。

　したがって、本町は町税に支えられた収入構成であり、地方交付税や国・県からの補助金な

どの依存度が低く、収入においては自立した構造となっていることがうかがえます。

34,004

　比較をする便宜上、地方債には減税補てん債及び臨時財政対策債（赤字補てん債）を含みます。した

がって、経常収支比率は表-９の数値とは異なります。

歳入合計－歳出合計 10,765 10,955 △ 190

14



○突出した繰出金比率○突出した繰出金比率○突出した繰出金比率○突出した繰出金比率

【類似団体】

【義務的経費】

【人件費・扶助費・公債費・投資的経費（普通建設事業費）・物件費・繰出金】

　（５～６ページ参照）

　類似団体とは、総務省において、態様が類似している地方公共団体ごとに作成されている類型の

ことで、「類似団体別市町村財政指数表」において、類似団体ごとに、最新の決算結果に基づく標

準的な財政指数が示されています。 現在、類似団体の類型は、市（政令市を除く。）及び町村別

に、団体の人口及び第２次・第３次産業人口比率を基準として設定されています。本町の類型はＶ

－２で全国で153団体あり、県下では他に葉山町、寒川町、二宮町と湯河原町が該当します。

　義務的経費とは、一般歳出のうち支出することが制度的に義務づけられている経費のことで、人

件費、扶助費および公債費の３つからなります。

　歳出の構造において、義務的経費である人件費の構成比は23.3％で最も大きな割合を占めて

います。類似団体比較では、平成18年度の7.8ポイントから0.8ポイントと大幅に縮小してお

り、定員適正化等による人件費の削減効果が表れた結果となっています。公債費の構成比につ

いては10.0％で類似団体より1.8ポイント上回っております。また、特別会計への繰出金の構

成比は16.6％で類似団体より3.1ポイント上回っており、依然として、医療費の増加が一般会

計を圧迫する状況が続いています。

　財政の健全度を示す指標のひとつである経常収支比率は本町が90.3％と類似団体を2ポイン

ト下回っています。

15

　（５～６ページ参照）
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■一般会計決算の状況は

○歳入･･･ ①税収は平成16年度以降増収傾向にあったが、平成21年度に減少に転じた。

→ 主な要因：個人町民税は、景気の回復と三位一体の改革による税源移譲により増加したもの
　　　　　の、景気の低迷により再び減少した。

②普通交付税が平成19年度から交付され、増加している。

→ 主な要因：公債費が増加したことによる。

③地方債は減少を続けたが、増加に転じた。

→ 主な要因：建設地方債の発行を必要最小限度に抑制しているが、臨時財政対策債の発行が

　　　　　増えている。

○歳出･･･ ①人件費は、減少傾向が続いている。

→

②繰出金は、増加し続けている。

→

③扶助費は、大幅な増が続いている。

→ 主な要因：障害者医療費や小児医療費などの増加が続いている。

④物件費は、減少傾向である。

→ 主な要因：事務事業の見直しによって事務経費を節減している。

⑤公債費は、増え続けている。

→ 主な要因：バブル後の起債の償還額の増による。

■財政指標の状況は

○実質公債費比率･･･適正な範囲で、ほぼ一定水準を保っている。

○財政力指数･･･平成18年度をピークに悪化の一途をたどっており、平成19年度から普通交付税の交付団

体となった。

財政の現状まとめ

○経常収支比率･･･危険水準といわれる90％を超過した平成16年度をピークに減少に転じ90％未満となっ

たが、平成21年度に再び90％を超過した。

○町債残高･･･一般会計は平成15年度をピークに、減少が続いているが、下水道事業会計は、事業の進捗

に伴い増加を続けている。全会計総額では平成17年度をピークに減少が続いている。

　　　　：固定資産税は、地価の下落により減収が続いている。

主な要因：定員適正化計画による職員数の削減によって、職員給与は減少が続いている。

主な要因：国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険事業の医療給付費等が増加してい
る。

○基金残高･･･財政調整基金は、財源調整や緊急対応に充分な蓄えとなっていない。

　　　　：法人町民税は、景気の回復により増加を続けたが、景気の低迷により減少した。

　以上の結果、行政改革・財政健全化計画の施策の推進により、財政構造の好転が進んできましたが、そ

の後の世界的な景気低迷の影響により財政状況が悪化に転じてしまいました。財政力指数は悪化の方向で

推移しており、国の基準ではまだまだ財政の健全度が不足している状況にあることを表しています。

　このような財政状況をふまえて、本町の将来を推計すると次頁以降となります。
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（２）財政収支見通し

○ 推計の前提条件

区分

・平成22年度予算額で推移するものと想定します。

・平成22年度決算見込額で推移するものと想定します。

・現行制度を前提に経常経費に充当している予算額で計上します。

・議員報酬、委員報酬は平成22年度予算額で固定します。

・職員給与等は、平成22年度以降職員数同数として算定します。

・平成22年度予算・公債費推計一覧表の数値とします。

・過去の推移等を勘案して推計します。（年3.7％増）

　

表－17　生産年齢人口推計

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

20,186 19,954 19,537 19,159 18,806 18,517

- △ 232 △ 417 △ 378 △ 353 △ 289

- △ 1.149 △ 2.090 △ 1.935 △ 1.842 △ 1.537

　平成23～27年度までの一般会計の財政収支見通しを、表18～19のとおり推計します。

　推計は平成22年度当初予算を基本とし、次の前提条件のもとに、行政改革案の施策を何も行わ

ないまま行政運営を続けていくこととして推計しています。

　なお、推計の時点で不確実な要素については、原則として推計から除外します。

増減率（％）

増減数（人）

生産年齢人口推計（人）

・狭あい道路整備のほか、総合計画にかかる投資的経費（一般財源分４億円）として実施計画額を
見込みます。

その他

繰出金

公債費

普通建設事業費

・平成22年度予算額のうち経常的な支出額で推計します。

歳
出

譲与税・交付金

項目

〔町民税〕
・経済成長見込みを、日本経済研究センターで予測された実質経済成長率（GDPベース）、H23・年
1.5％を前提とします。
・個人町民税は生産年齢人口推計（表-17）も反映させます。

内容

歳
入

・平成22年度予算額・公債費推計一覧表の数値とします。町債

・扶助費は実績を勘案し推計します。

町税 〔固定資産税〕
・過去の実績を勘案し推計します。

〔その他の税〕
・平成22年度予算額で推移するものと想定します。

物件費
・平成22年度予算額で推移するものと想定し、平成26・27年度はごみ処理広域化による減額を想定
します。

国県支出金等

地方交付税

人件費

扶助費
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表－18　一般会計歳入推計（単位：百万円）

（歳入）
　
表

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

決　　算 決　　算 予算 推計 推計 推計 推計 推計

5,455 5,186 5,111 5,196 5,226 5,129 5,031 4,882

譲与税・交付金 530 504 511 511 507 503 499 495

地 方 交 付 税 225 250 280 550 550 550 550 550

国・県支出金 833 1,601 1,208 950 950 950 950 950

繰　 　入　 　金 362 669 213 0 0 0 0 0

町　　　 　　　債 373 512 700 500 500 500 500 400

その他の歳入 824 1,198 579 539 539 539 539 539

8,602 9,920 8,602 8,246 8,272 8,171 8,069 7,816

表－19　一般会計歳出推計（単位：百万円）
（歳出）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

決　　算 決　　算 予算 推計 推計 推計 推計 推計

人 　　件　　 費 2,117 2,223 2,260 2,259 2,276 2,269 2,246 2,203

物　 　件 　　費 1,468 1,483 1,598 1,598 1,598 1,598 1,408 1,408

扶　 　助 　　費 813 858 1,183 1,242 1,304 1,369 1,437 1,509

普通建設事業費 826 1,260 490 734 564 564 500 500

公　　 債　　 費 956 960 966 940 842 777 720 614

繰　　 出　　 金 1,474 1,584 1,622 1,682 1,744 1,808 1,874 1,943

その他の支出 687 1,191 483 443 443 443 443 443

8,341 9,559 8,602 8,898 8,771 8,828 8,628 8,620

※

※

※ 平成23年度以降の推計は、平成23年１月現在の前提条件に基づいた推計値を記載しています。

平成23年度以降の普通建設事業費は、経常的な事業と総合計画事業の一般財源分のみを推計値として
計上しています。

合　　　　   　計

合　　   　　　計

区　　　　　　分

町　　　　　税

区　　　　　　分

平成23年度以降の国庫支出金と県支出金は、現行制度を前提に経常的に収入する額のみを推計値とし
て計上しています。
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○赤字決算の危険性○赤字決算の危険性○赤字決算の危険性○赤字決算の危険性

表－20　各年度における収支不足見込み額（単位：百万円）

累計 △ 652 △ 1,151 △ 1,808 △ 2,367 △ 3,171

実質収支 △ 652 △ 499 △ 657 △ 559 △ 804

　歳入から歳出を差し引いた各年度における収支過不足見込み額は、平成23年度以降赤字とな

る見込みです。累計で31億7,100万円の赤字が想定されます。今までに行ってきた対策を引き続

き遂行していくだけではなく、今後さらに抜本的な対策を講じていく必要があります。

区分 H２３ H２４ H２５ H２６ H２７
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３．財政健全化計画

（１）財政健全化への取り組み

　表－21　第１次財政健全化計画（平成18年度～平成22年度）の主な実施効果

（単位：百万円）

主な総合計画実施事業

（２）基本方針

① 基本方針

　 「自立した財政運営を維持するために」

　本町ではこれまでも計画的な行政改革の実施によりバブル経済崩壊後の深刻な不況に対処し

てきました。しかし、今後も右肩上がりの経済発展が見込めないうえ、国の地域主権改革によ

り地方の裁量が拡大し、今まで以上に地方自治の自立が求められています。したがって、今後

の行政改革の指針となる財政健全化計画を明らかにし、本町の将来にわたる自立した財政運営

の維持を図ります。

効率的な行政運営

戸籍電算化システム導入

電子計算機の更新

ごみ処理広域化

都市基盤

公共下水道整備

幹線23号線整備

幹線27号線整備

部　門 実施事業

防災・救急

消防車両・消防分団用車両の更新

公共施設にAEDを配置

国府幼稚園・国府中学校の耐震化

事務の合理化 177.5 電子入札（一般競争入札）制度の導入

合　　計 1,673.7

人件費等の抑制（削減） 1,358.0 職員数の削減、職員給与・手当の引下げ、任期付職員制度の活用　等

手数料・使用料等の見直し 5.3
生涯学習館・本庁舎駐車場等の有料化、図書館会議室・照ヶ崎プール
の料金改定　等

施設管理方法の見直し 18.5 指定管理者制度の導入

遊休町有地の有効利用 45.9 遊休町有地の売却

経常経費の削減 2.0 町民便利帳印刷費削減、事務事業経費の削減等

補助金等の削減 2.5 団体補助額の削減　等

イベントの見直し 5.3 文化祭の見直し

事業の見直し 35.2 ごみ処理施設の委託化、生きがい農園と市民農園統合

　財政の健全化にむけて、第三次行政改革大綱（平成15年度～平成19年度）及び第四次行政改

革大綱（平成20年度～平成22年度）のもと（第１次）財政健全化計画（平成18年度～平成22年

度）により大きな効果と実績をあげ、総合計画事業を実施することができました。

項目 削減額 主　な　内　容

個人助成金の削減 23.5
心身障害者福祉年金の廃止、タクシー助成券の見直し、敬老祝商品券
の見直し　等
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② 計画期間

③ 基本目標

（３）財政健全化計画目標額

　表－22　年次別目標額（単位：百万円）

（４）具体的な方策

○ 歳入確保に向けた取り組み○ 歳入確保に向けた取り組み○ 歳入確保に向けた取り組み○ 歳入確保に向けた取り組み

Ⅰ 町税等収入の確保Ⅰ 町税等収入の確保Ⅰ 町税等収入の確保Ⅰ 町税等収入の確保

Ⅱ 受益者負担の適正化Ⅱ 受益者負担の適正化Ⅱ 受益者負担の適正化Ⅱ 受益者負担の適正化

Ⅲ 財産の処分Ⅲ 財産の処分Ⅲ 財産の処分Ⅲ 財産の処分

２７年度

△ 804

　滞納の解消は負担の公平性の観点からも重要な課題です。徴収体制を確立し、徴収強化に向

けた取り組みを行います。また、新たな財源確保に向けて取り組みます。

■今後の取り組み
　・滞納整理の徹底
　・滞納者の財産調査等の実施
　・口座振替の推進・啓発強化
　・納付環境の整備（コンビニ収納等の検討）
　・広告料等の拡充

　公共サービスを利用される町民と利用されない町民の負担の公平性の確保のため、受益者負

担の適正化を図ります。

■今後の取り組み

　・使用料・手数料の定期的な見直し

　・町有施設無料使用の見直し（学校施設開放使用料の導入検討）

　町が所有する土地や施設において、有効活用が図られてないものや別の目的に有効利用が図

られるものなどは、売却、財産の変更などの見直しを行います。

■今後の取り組み

　・未利用財産の売却

所要額 △ 652 △ 499 △ 657 △ 559

　 平成23年度から27年度までの５カ年とします。

自立した財政運営の維持を図るため、財政収支見通しにおける収支不足の解消を図ります。

　表－20の各年度における収支過不足見込み額を財政健全化計画目標額とします。これによる

と、平成23年度から27年度までの５カ年で、総額31億7,100万円を目標額と設定します。

年　度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度
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○　歳出削減に向けた取り組み○　歳出削減に向けた取り組み○　歳出削減に向けた取り組み○　歳出削減に向けた取り組み

Ⅰ 経常経費の削減Ⅰ 経常経費の削減Ⅰ 経常経費の削減Ⅰ 経常経費の削減

Ⅱ 特別会計繰出金の抑制Ⅱ 特別会計繰出金の抑制Ⅱ 特別会計繰出金の抑制Ⅱ 特別会計繰出金の抑制

Ⅲ 公共施設の管理運営の見直しⅢ 公共施設の管理運営の見直しⅢ 公共施設の管理運営の見直しⅢ 公共施設の管理運営の見直し

」

　現在の財政状況にあっては新たな公共施設の設置は困難であり、また、既存施設の修繕等維

持管理経費を捻出することさえ厳しい状況にあります。

　さらに、教育施設（幼稚園、保育園、図書館等）が充実していることは、本町の経常収支比

率の悪化を招いている主要因となっています。また、各種施設については、今まで以上に有効

活用の推進を図る必要があります。そのためには、指定管理者制度の活用や委託・民営化を推

進し、効率的な施設運営を推進する必要があります。

■今後の取り組み

　・公共施設の有効利用

　・公共施設の管理運営方法の見直し（自転車駐車場）

　・幼稚園の統合・民間の誘致

　これまでも消耗品、備品等の更新時期の延伸や共有化、一元管理など経費の節減に努めてき

ましたが、引き続き、工夫を凝らし徹底した経費削減に努めます。

■今後の取り組み

　・事務事業の見直し

　・学校給食事業の見直し

　・各種委託の見直し

　・心身障害者医療費助成の見直し

　・公債費負担の軽減

　・広域処理の研究・検討・推進（ごみ処理事業・消防・電算システム）

　一般会計から特別会計へ繰り出している、基準外（赤字補てん）分について抑制し、適正化

を図ります。

■今後の取り組み

　・国民健康保険税、下水道使用料等の定期的な見直し、徴収率の向上

　・レセプト（診療報酬明細書）点検の強化による医療費適正化

　・健康相談の実施による医療費の抑制

　・ジェネリック医薬品（後発医薬品）の普及促進による医療費の抑制
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（５）年次別計画

　前号で掲げた具体的方策に基づき、次表のとおり年次別計画を定めます。

表－23　財政健全化計画年次別計画表－23　財政健全化計画年次別計画表－23　財政健全化計画年次別計画表－23　財政健全化計画年次別計画 単位：百万円

表-24　財政調整基金表-24　財政調整基金表-24　財政調整基金表-24　財政調整基金 単位：百万円

　差引年度末残高見込 398 305 314 338 271

　取り崩し △ 248 △ 193 △ 91 △ 76 △ 167

　積立見込み 100 100 100 100 100

　前年度末残高見込　　　 546 398 305 314 338

５ヵ年計　0

区　　　　分 H23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 備　　　考

⑤　実質収支　　(③-④)　 0 0 0 0 0

５ヵ年計　3,171

④　年次別目標額 652 499 657 559 804 ５ヵ年計　5,103

③　計画額計　　(①＋②) 652 499 657 559 804

・国保税・下水道使用料の見直
し
・医療費の抑制

Ⅲ 公共施設の管理運営の見直し 0 5 5 5

Ⅱ 特別会計繰出金の抑制 50 57 70 84 101

222 150 174 181
・事務事業の見直し
・広域処理の推進　等

47
・町立幼稚園の統合・民間誘致
　（一部人件費に反映）
・自転車駐車場の運営等見直し

５ヵ年計　1,493

Ⅰ 経常経費の削減

② 歳出削減に向けた取り組み 392 284 225 263 329

342

・未利用財産等の処分
・町営住宅跡地の売却等

Ⅳ　財政調整基金繰入 248 193 91 76 167 ・財源調整のための基金繰入

Ⅲ 財産の処分 0 0 310 180 260

0 1 2 2 2
・使用料等の定期的な見直し
・無料開放施設の有料化

５ヵ年計　1,678

Ⅰ 町税・手数料等収入の確保 12 21 29 38 46
・納付環境の整備
・徴収率の向上　　等

Ⅱ 受益者負担の適正化

Ｈ27

①　歳入確保に向けた取り組み 260 215 432 296 475

実　　施　　項　　目
年次別計画額

主な取り組み内容
H23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26
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（６）計画達成後のすがた

　表-25　計画達成後のすがた（単位：百万円）

（歳入）

増減

当初予算　① 構成比
計画達成後

②
構成比 ②－①

町　　　　　税 5,111 59.4% 4,928 59.4% △ 183

譲与税・交付金 511 5.9% 495 6.0% △ 16

地 方 交 付 税 280 3.3% 550 6.6% 270

国・県支出金 1208 14.0% 950 11.5% △ 258

繰　 　入　 　金 213 2.5% 167 2.0% △ 46

町　　　 　　　債 700 8.1% 400 4.8% △ 300

その他の歳入 579 6.7% 801 9.7% 222

合 計 8,602 100.0% 8,291 100.0% △ 311

※町債は臨時財政対策債のみを推計値として計上しています。

（歳出）

増減

当初予算　① 構成比
計画達成後

②
構成比 ②－①

人　　件　　費 2,260 26.3% 2,203 26.6% △ 57

物　 　件 　　費 1,598 18.6% 1,199 14.5% △ 399

扶　 　助 　　費 1,183 13.8% 1,492 18.0% 309

普通建設事業費 490 5.7% 500 6.0% 10

公　　 債　　 費 966 11.2% 612 7.4% △ 354

繰　　 出　　 金 1,622 18.9% 1,842 22.2% 220

その他の支出 483 5.6% 443 5.3% △ 40

合 計 8,602 100.0% 8,291 100.0% △ 311

平成22年度 平成27年度

　表-23で示した計画が達成された場合、計画最終年度における本町の財政状況は表-25のと
おりとなります。
　歳入面では、徴収体制の整備により町税収入の割合を維持し、赤字補てんのための町債発
行が抑制され、自主財源比率（※）は平成22年度の66.1％から69.1％へと、３ポイント上昇
します。
　歳出面では物件費、公債費が削減され、公債費比率は3.8ポイント低下します。一方、扶
助費と特別会計への繰出金の比重がさらに大きくなりますが、推計と比べ合計１億1,800万
減額されます。
　この結果、財政の健全化を示す重要な指標である経常収支比率は、平成21年度決算時の
97.3％から約87.4％程度へ改善し、借入抑制により町債の元金残高も削減されます。

※自主財源とは、地方公共団体が自主的に収入できる財源で、地方税、分担金、負担金、使用料、手

数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金および諸収入が該当します。

区　　　　　　分
平成22年度 平成27年度

※普通建設事業は、経常的な事業と総合計画事業の一般財源分のみを推計値として計上しています。

※国庫支出金と県支出金は、現行制度を前提に経常的に収入する額のみを推計値として計上しています。

※経常経費の削減額は、便宜上繰出金を除き物件費に一括して計上しています。

区　　　　　　分
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